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 池子２丁目の法面災害復旧工事及び令和 2 年 2 月に実施した主要な市道に隣接する崖の緊急調

査の結果、要対策箇所となった公共用地７箇所のうち、道路用地（１箇所）と市の緑地（３箇所）

について対策工事を早急に実施します。 

 

〇工事概要 

・ 法面災害復旧工事（池子２丁目） 52,646,000円（都市整備課） 

 現場吹付法枠工（施工面積 446㎡）     鉄筋挿入工（138本） 

  モルタル吹付工（施工面積 216㎡）     転落防止柵設置工（施工延長 50ｍ）  

       

・ 沼間 155号道路改良工事（沼間６丁目） 6,857,400円 （都市整備課） 

 危険木伐採工（70本）           モルタル吹付工（施工面積 100㎡） 

 防護柵内崩落土撤去工（一式） 

 

・ 久木６丁目地内緑地法面防護工事 11,088,000円（緑政課） 

 モルタル吹付工（施工面積 320㎡） 

 

・ 久木８丁目地内緑地法面防護工事 15,477,000円（緑政課） 

落石防護網設置工(施工面積 600㎡) 

 

・ 新宿５丁目地内緑地法面防護工事 1,782,000円（緑政課） 

モルタル吹付工（施工面積 50㎡） 
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本件に関するお問い合わせ先 

環境都市部都市整備課 須田・津田 

電話：046-873-1111 内線 453、476 

環境都市部緑政課   新倉・三田 
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